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改訂内容

変更内容 適用日

「 学校職員休暇制度等一覧表」

取得事由に、 児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合を 追加。 R8 .4 .1

「 臨時職員等休暇制度等一覧表」

取得事由に、 児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合を 追加。 R8 .4 .1

取得事由に、 児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合を 追加。 R8 .4 .1

「 子育て支援のための休暇制度等一覧表」

対象職員に、 臨時的任用職員を 新たに追加。 R8 .4 .1
育児・ 介護のための時差通勤制度
（ P２ ２ ）

変更箇所

家族の看護休暇（ P７ ）

【 臨時職員】
家族の看護休暇（ P１ １ ）

【 会計年度任用職員】
子の看護休暇（ P１ ３ ）
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

年次有給休暇
2 0 日（ 条例第7 条第1 項第1

号職員） ※新採用者1 5 日

2 0 日を 超えない範囲内の前年における 年次有給休暇の残日数を 繰

り 越し 可能

公務災害によ る 休暇 公務上の疾病又は傷害を 受けた場合 ３ 年以内： 有給

病気休暇                                                                                           

公務以外の原因によ る 疾病又は傷害を 受

けた場合

9 0 日( 精神神経系疾患は1 8 0

日／9 0 日超は教委承認が必

要)

・ 週休日、 休日は通算

・ 休暇の単位は日、 時間、 分

・ 病休通算判定期間（ ク ーリ ン グ 期間） →実勤務2 0 日

・ 人工透析治療、 通院によ る 抗がん剤治療のため時間単位で取得し

た場合は、 通算制度の対象から 除外（ Ｈ 2 7 .7 .1 ～）

・ 「 難病の患者に対する 医療等に関する 法律」 に基づき 指定さ れた

難病にかかる 通院治療については、 任命権者で個別に判断し たう え

で、 通算制度の対象から 除外（ H2 9 .4 .1 ～）

慶弔休暇    

職員の結婚                 7 日： 有給

・ 土日、 休日非通算

・ 前7 日、 後1 か月の間

・ 公務の都合があれば、 例外措置で結婚の日以後1 年ま での間で取

得可能

・ 「 結婚の日」 と し 得る 日が複数ある 場合、 いずれの日を 「 結婚の

日」 と する かは、 当該職員が選択可能

※「 結婚の日」 と は、 社会的に結婚し たと 認めら れる 日であ り 、

「 婚姻届の日」 、 「 結婚式の日」 、 「 実質的に婚姻生活に入っ た同

居の日」 がこ れにあ たる 。

※連続取得に限ら ず、 分割取得も 可能

慶弔休暇    

忌引 配偶者　 1 0 日

　 　 　 　 血族　 姻族

父母　 　 　 7 日　 3 日

子　 　 　 　 7 日　 3 日

祖父母　 　 3 日　 1 日

孫　 　 　 　 1 日

兄弟姉妹　 3 日　 1 日

伯叔父母　 1 日　 1 日

・ 忌引休暇の起算日は親族死亡の日から ではなく 、 休暇申請し て承

認さ れた日から と なる 。

・ 遠隔地の場合は旅行日を 休暇期間に加算可能

・ 休暇の単位は暦日（ 承認時間が1 時間の場合でも 1 日に数える ）

・ 休暇期間は連続し た日数（ 分割不可） と し 、 週休日、 休日は通算

・ 生計を 一にする 姻族は血族に準ずる

・ H2 1 .4 .1 から 、 子の忌引休暇を 父母の場合と 同日数と する （ 血族

5 →7 日、 姻族1 →3 日）

その他の休暇（ 交通
遮断）

感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する 法律によ る 交通制限又は遮

断

その都度必要と 認める 日又

は時間

その他の休暇（ 交通
遮断）

風水震火災その他非常災害によ る 交通遮

断

その都度必要と 認める 日又

は時間

大雪等によ っ て交通機関がマヒ し た場合で、 他に代替交通機関も な

く 、 出退勤が著し く 困難である 場合等に適用

学校職員休暇制度等一覧表
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

その他の休暇（ 住居
滅失）

風水震火災その他天災地変によ り 次のい

ずれかに該当する 場合

①住居が滅失又は損壊し た場合で復旧作

業等を 行う と き

②災害によ り 生活に必要な水、 食料等の

確保を 行う と き

1 週間を 超えない範囲でその

都度必要と 認める 期間

①における 住居の対象は、 現住居、 単身赴任手当受給者の配偶者等

の住居、 非常災害時における 職員の現住居以外の住居等（ 例： 別

荘） や親族等の住居の復旧作業等に適用

その他の休暇（ 不可
抗力事故）

交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と 認める 時間 不可抗力の事故によ っ て出勤が著し く 困難である 場合に適用

その他の休暇（ 証人
等出頭）

裁判員、 証人、 鑑定人、 参考人等と し て

国会、 裁判所、 地方公共団体の議会その

他の官公署への出頭

その都度必要と 認める 日又

は時間

H2 1 .4 .1 から 、 「 裁判員、 補充裁判員、 裁判員候補者」 と し て裁判

所に出頭する 場合を 対象に追加

その他の休暇（ 公民
権行使）

選挙権その他公民と し ての権利の行使 その都度必要と 認める 時間 不在者投票を 行う 場合も 適用可能

その他の休暇（ ド
ナー休暇）

骨髄移植のための骨髄若し く は末梢血幹

細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希

望者と し て、 その登録を 実施する 者に対

し て登録の申出を 行い、 及び検査等を 受

け、 又は配偶者、 父母、 子及び兄弟姉妹

以外の者に、 骨髄移植のため骨髄若し く

は末梢血幹細胞移植のため末梢血管細胞

を 提供する 場合

その都度必要と 認める 日又

は時間

配偶者、 父母、 子及び兄弟姉妹に対し て提供する 場合は、 事前検査

は年休、 提供後の入院期間は病気休暇

その他の休暇（ ボラ
ン ティ ア 休暇）

職員が自発的に、 かつ、 報酬を 得ないで

次に掲げる 社会に貢献する 活動（ 専ら 親

族に対する 支援と なる 活動を 除く ) を 行う

場合
①風水震火災等によ り 相当規模の災害が発生し

た被災地又はその周辺地域における 被災者を 支

援する 活動

②主と し て身体上若し く は精神上の障害がある

者又は負傷し 、 若し く は疾病にかかっ た者に対

し て必要な措置を 講ずる こ と を 目的と する 施設

における 活動

③①及び②に掲げる 場合の他、 身体上若し く は

精神上の障害、 負傷又は疾病によ り 常態と し て

日常生活を 営むのに支障がある 者の日常生活を

支援する 活動

④行政機関から の委嘱を 受け、 地域社会におい

て行う 防災・ 防犯、 交通安全の推進、 青少年の

健全育成又は環境美化のための活動

一の年において5 日（ ①に掲

げる 活動のう ち任命権者が

認める 大規模災害に係る も

のにあっ ては7 日） を 超えな

い範囲内でその都度必要と

認める 日又は時間

・ 「 5 日（ 7 日） 」 の取扱いについては暦日によ る 。

・ 往復時間は、 活動期間と 往復に要する 期間が連続し ている 場合

で、 合わせた日数が5 日（ 7 日） の範囲内であれば休暇対象

・ 交通費等の実費弁償以外に活動の対価と し て金品を 得る 場合は休

暇の対象外

・ 災害時等における 消防団員と し ての活動に参加する 場合は、

H1 5 .7 .1 から 本来業務及び消防特別点検（ 出初め式） に参加する 場

合に加え、 新たに消防学校に入校し て訓練を 受ける 場合を 対象と す

る

・ 消防団員と の兼職に係る 職員の服務等の取扱いについては、 職務

に専念する 義務を 免除可能、 当該取扱の施行によ り 、 消防団員と し

て活動する 場合は「 ボラ ン ティ ア休暇」 の対象外
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

その他の休暇（ 事務
停止）

事務又は事業の運営上の必要に基づく 事

務又は事業の全部又は一部の停止（ 台風

の来襲時によ る 事故発生の防止のための

措置を 含む。 ）

その都度必要と 認める 日又

は時間

その他の休暇（ 研修
厚生計画）

地方公務員法第3 9 条の規定によ り 、 あら

かじ め計画さ れた研修の実施

計画の実施に伴い、 必要と

認める 期間

その他の休暇（ 出生
サポート 休暇）

職員が不妊治療に係る 通院等のため勤務

し ないこ と が相当である と 認めら れる 場

合

1 の年において5 日（ 当該通

院等が体外受精その他の任

命権者が定める 不妊治療に

係る も のである 場合にあっ

ては1 0 日） を 超えない範囲

内でその都度必要と 認める

日又は時間

・ 医師の診断に基づく 不妊症の治療については、 今後も 病気休暇を

取得可能、 病気休暇の承認を 受けよ う と する 職員は、 こ れま でど お

り 、 医師の診断書、 治療計画書等を 所属長に提出する こ と

・ 不妊の原因等を 調べる ための検査や疾病に起因し ない不妊（ 例：

原因不明不妊） の場合は、 病気休暇の対象外

その他の休暇（ 産前
休暇）

出産する 予定の女性職員 産前8 週間( 多胎妊娠は、 1 4

週間)

・ 出産日は産前休暇に含む

・ 出産日が延びれば、 その分産前休暇も 延長

その他の休暇（ 産後
休暇）

出産する 予定の女性職員 産後8 週間 死産、 人工妊娠中絶の場合であっ ても 、 妊娠満1 2 週以後の分娩で

あれば「 出産」 の概念に当てはま り 、 産後休暇の対象

その他の休暇（ 生理
休暇）

生理のため勤務する こ と が著し く 困難な

女性職員

・ その都度必要な期間

・ ただし 、 2 日を 超える こ と

は不可

連続する 2 日の範囲内（ 職員が行事等で取得でき なかっ た場合、 翌

日に残り 1 日取得可）

その他の休暇（ 保健
指導）

妊娠中又は出産後1 年以内の女性職員が母

子保健法第1 0 条に規定する 保健指導又は

同法1 3 条に規定する 健康診査を 受ける 場

合

・ 妊娠満2 3 週ま で4 週に1 回

・ 満2 4 週～3 5 週ま で2 週に

1 回

・ 満3 6 週から 分娩ま で1 週

に1 回

・ 産後1 年ま でその間に1 回

（ 1 回につき 1 日の勤務時間

の範囲内で必要と 認める 時

間）

その他の休暇（ 休息
捕食休暇）

妊娠中の女性職員が、 従事する 業務が母

体又は胎児の健康保持に影響がある と し

て、 休息し 、 又は補食する 場合

その都度必要と 認める 時間 こ の休暇は、 その前後が勤務時間に連続し たも のである こ と （ 勤務

時間の初め又は終わり 、 休憩、 休暇に連続し た使用は不可）

その他の休暇（ 妊娠
通勤）

妊娠中の女性職員が通勤に利用する 交通

機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康

保持に影響がある 場合

正規の勤務時間の始め又は

終わり において、 1 日を 通じ

て1 時間を 超えない範囲内で

おのおの必要と 認める 時間

職員が自ら 自動車を 運転する 場合も 含む
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

その他の休暇（ 妊娠
障害休暇）

妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務

する こ と が困難であ る 場合

1 4 日を 超えない範囲でその

都度必要と 認める 日又は時

間

・ 「 妊娠障害」 と は、 妊娠に起因する つわり 、 高血圧、 悪阻、 浮腫

等の生理的症状を いう

・ 時間単位での承認は7 .7 5 H＝1 日で換算

その他の休暇（ 育児
時間）

職員が生後3 年に達し ない子を 育てる 場合 生後2 年ま で

 1 日2 回、 1 回6 0 分

生後2 年から 3 年ま で

 1 日2 回、 1 回4 5 分

・ 1 日1 回1 2 0 分（ 9 0 分） の使用も 可能

・ 両親と も 職員であ る 場合、 両者が利用する 育児時間を 合計し て

1 2 0 分（ 9 0 分） の範囲内で､時間帯が重複し ないよ う に承認可能

・ 女性職員は､配偶者が育児休業取得中であ っ ても 承認可能

・ H2 5 .4 .1 から 「 子が生後2 年3 月に達する ま での間｣に拡大し ､2 年

に達し た子を 育てる 場合は「 1 日2 回、 1 回4 5 分」 と し た

・ R2 .4 .1 から 「 1 日2 回、 1 回4 5 分」 の育児時間を 取得でき る 期間

を 「 生後2 年3 月から 生後3 年に達する ま での間」 に拡大

その他の休暇（ 配偶
者の出産補助休暇）

配偶者の出産 3 日を 超えない範囲でその都

度必要と 認める 日又は時間

（ 分割取得可）

・ 出産予定前4 週間（ その前に入院し た場合は入院し た日） から 出

産日以後2 週間ま で取得可能

・ 時間単位での承認は7 .7 5 H＝1 日で換算

その他の休暇（ 男性
職員の育児参加休
暇）

配偶者が出産する 場合であっ て、 当該出

産に係る 子又は小学校就学の始期に達す

る ま での子（ 配偶者の子を 含む） を 養育

する 職員が、 こ れら の子の養育のため勤

務し ないこ と が相当である と 認めら れる

場合

出産予定日の8 週間（ 多胎妊

娠の場合にあっ ては1 4 週

間） 前の日から 出産日以後1

年を 経過する 日ま での間に

おいて、 5 日を 超えない範囲

内でその都度必要と 認める

日又は時間

・ 配偶者が出産する 場合であっ て、 当該出産に係る 子又は小学校就

学の始期に達する ま での子を 養育する 職員が、 こ れら の子の養育の

ため勤務し ないこ と が相当である と 認めら れる 場合が対象

・ 「 小学校就学の始期に達する ま での」 と は、 その子が6 歳に達す

る 日（ 誕生日の前日） の属する 年度の3 月3 1 日ま でを いい、 「 子」

と は職員が養育する 実子、 養子及び配偶者の子

・ 時間単位での承認は7 .7 5 H＝1 日で換算

その他の休暇（ 父母
等の祭日）

配偶者、 父母及び子の祭日 慣習上最小限度必要と 認め

る 期間

単に命日と いう だけでは該当せず､祭事､法要等の行事が行われる こ

と が必要

その他の休暇（ 長期
勤続休暇）

長期勤続の節目に当たる 職員が、 心身の

健康の維持及び増進を 図る ために勤務し

ないこ と が相当と 認めら れる 場合

その都度連続する 3 勤務日の

範囲内で必要と 認める 期間

・ 各年度内に満3 5 歳、 満4 5 歳、 満5 5 歳に達する 職員が対象

・ 他団体派遣等の期間中に対象と なっ た職員が、 派遣先で未取得の

場合は、 県復帰後に対象と する

・ やむを 得ない理由によ り 、 当該年度内において取得が困難な場合

は、 次年度に限り 繰越可能

・ 長期勤続休暇と 年次有給休暇の双方を 利用し て、 連続し た休暇を

取得でき る よ う 配慮
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

その他の休暇（ 家族
の看護休暇）

職員が次のいずれかに該当する 場合で

あっ て、 勤務し ないこ と が相当である と

認めら れる と き

①配偶者、 父母、 子、 祖父母、 孫及び配

偶者の父母の看護( 負傷し 、 又は疾病にか

かっ たこ れら の者の世話を 行う こ と を い

う 。 ) を 行う 場合

②義務教育終了前の子の母子保健法第1 2

条若し く は第1 3 条に規定する 健康診査、

学校保健安全法第1 1 条に規定する 健康診

断若し く は予防接種の付添い又は感染症

の予防のための学校等の臨時休業によ り

自宅待機する その子の世話を 行う 場合

③満9 歳に達する 日以後の最初の3 月3 1 日

ま での間にある 子の学校等の行事のう

ち、 入園・ 卒園又は入学の式典その他こ

れに準ずる 式典へ参加する 場合

④児童発達支援の利用に係る 付添いを 行

う 場合

一の年において5 日を 超えな

い範囲内でその都度必要と

認める 日又は時間

（ 義務教育終了前の子が2 人

以上の場合は1 0 日）

・ 「 子」 と は、 実子、 養子、 里子、 特別養子縁組の監護期間中の子

及び配偶者の子を いう

・ 「 看護」 と は、 負傷、 疾病によ る 治療、 療養中の看病及び通院等

の世話を いい、 後遺障害の機能回復訓練（ ﾘﾊﾋﾞ ﾘ） の介助は対象外

・ 「 負傷、 疾病」 には、 負傷、 疾病が治っ た後の社会復帰のための

機能回復訓練は対象外

・ 「 母子保健法第1 2 条若し く は第1 3 条に規定する 健康診査」 と

は、 1 歳6 か月児健康診査や3 歳児健康診査を はじ め、 市町村が実施

する 乳幼児健康診査を いう

・ 「 学校保健法第4 条」 に規定する 健康診断｣と は、 就学時の健康診

断を いう

・ 「 予防接種」 と は、 予防接種法第2 条第2 項に規定する 疾病に対

する 予防接種及びｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙ の予防接種を いう

・ 「 学校等」 と は、 中学校、 小学校、 幼稚園、 特別支援学校の中学

部、 小学部及び幼稚部並びに保育所(個人ま たは法人が経営する 託

児所等の認可外保育所を 含む｡) のこ と を いう

・ 時間単位での承認は7 .7 5 H＝1 日で換算

その他の休暇（ 短期
の介護休暇）

介護休暇の対象と なる 日常生活を 営むの

に支障がある 者( 以下「 要介護者」 と い

う ） の介護その他の世話を 行う 場合

一の年において5 日を 超えな

い範囲内でその都度必要と

認める 日又は時間（ 要介護

者が2 人以上の場合にあっ て

は1 0 日）

・ 「 要介護者」 の対象は「 介護休暇」 と 同じ

・ 「 任命権者が定める 世話」 は、 ①要介護者の介護、 ②要介護者の

通院等の付添い、 ③要介護者が介護サービ ス の提供を 受ける ために

必要な手続の代行、 ④その他の要介護者の必要な世話

・ 「 一の年」 は、 1 暦年を いう

・  7 時間4 5 分を も っ て1 日と する

その他の休暇（ 風し
ん予防）

職員が、 風し ん予防のために抗体検査及

び予防接種を 行う 場合

その都度必要と 認める 日又

は時間

R5 .7 .1 から 男性職員にも 対象拡大

その他の休暇（ その
他）

前各号に準ずる 原因 その都度必要と 認める 日又

は時間

①大分県公立学校教員採用選考試験受験時

②夏季休暇（ 6 ～9 月の5 日を 暦日単位） ※単年措置で設定し 通知

③検疫法第1 6 条第2 項に規定する 停留の対象と なっ た場合

④感染予防法第4 4 条の3 第2 項に基づき 、 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙ 等感染症に

かかっ ている と 疑う に足り る 正当な理由のある 者と し て、 当該者の

居宅又はこ れに相当する 場所から 外出し ないこ と を 求めら れた場合

及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を 求めら れた場合（ 出勤

する こ と が著し く 困難である と 認めら れる 場合に限る )
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

介護休暇

職員の配偶者、 父母、 子等が負傷、 疾

病、 又は老齢によ り 2 週間以上にわたっ て

日常生活を 営むのに支障があり 、 その者

の介護を する 場合

介護を 必要と する 一の継続

する 状態毎に、 3 回を 超え

ず、 かつ通算し て6 月を 超え

ない期間内で必要と 認めら

れる 期間（ 時間単位分割取

得可）

1 時間単位の介護休暇は、 1 日を 通じ 4 時間の範囲内で取得可能（ 必

ずし も 始業又は終業の時刻と 連続する 必要はない）

介護時間

職員の配偶者、 父母、 子等が負傷、 疾

病、 又は老齢によ り 2 週間以上にわたっ て

日常生活を 営むのに支障があり 、 その者

の介護を する 場合

介護を 必要と する 一の継続

する 状態毎に連続する 3 年の

期間内で必要と 認めら れる

期間

・ 1 日の正規の勤務時間の2 時間の範囲内で要介護者を 介護する た

め3 0 分単位で取得可能（ 必ずし も 始業又は終業の時刻と 連続する

必要はない）

・ 第1 号部分休業、 育児時間、 介護時間、 第1 号子育て部分休暇を

併用する 場合は、 合計2 時間ま でし か取得でき ない

育児休業

3 才に満たない子を 養育し ていて、 下記①

～⑤に該当し ない男女の職員が対象

①育児休業法第1 8 条第1 項の規定によ り 採

用さ れた短時間勤務職員

②臨時的に任用さ れる 職員

③育児休業法第6 条第1 項の規定によ り 任

期を 定めて採用さ れた職員

④職員の定年等に関する 条例第4 条第1 項

又は第2 項の規定によ り 引き 続いて勤務し

ている 職員

⑤一般職の任期付職員の採用に関する 条

例第4 条第3 項の規定によ り 任期を 定めて

採用さ れた短時間勤務職員

※会計年度任用職員の育児休業制度につ

いては、 臨時職員・ 会計年度任用職員休

暇制度等一覧表参照

子が3 才に達する 日ま での期

間

・ 「 子」 と は、 実子、 養子のほか特別養子縁組の監護期間中の子、

養子縁組里親に委託さ れている 子、 養子縁組里親委託に係る 実親の

同意がえら れないためにやむを 得ず養育里親に委託さ れている 子を

含むが、 配偶者の連れ子、 孫等は含ま ない

・ 「 3 才に達する 日」 と は、 満3 才の誕生日の前日を いう

・ 配偶者が専業主婦（ 夫） や育児休業、 育児短時間勤務、 部分休業

中であっ ても 職員は育児休業の取得可能

・ 1 人の子について原則2 回ま で取得可能

部分休業

小学校就学の始期に達する ま での子を 養

育する 常勤職員が対象

①第1 号部分休業

1 日を 通じ て2 時間を 超えな

い範囲で、 必要な時間につ

いて3 0 分単位で取得可

②第2 号部分休業

年間を 通じ て1 0 日間の範囲

内で、 必要な時間について1

時間単位で取得可（ 令和7 年

度のみ5 日間）

・ 第1 号部分休業、 育児時間、 介護時間、 第1 号子育て部分休暇を

併用する 場合は、 合計2 時間ま でし か取得でき ない

・ 配偶者が専業主婦（ 夫） や育児休業、 育児短時間勤務、 部分休業

中であっ ても 職員は部分休業取得可能

・ 育児短時間勤務を し ている 職員は部分休業不可

・ 年度途中で第1 号部分休業と 第2 号部分休業と の間で請求パタ ー

ン を 変更する こ と は原則不可
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休暇の種類 休暇の原因 休暇の期間 運用上の留意事項

子育て部分休暇

小学校に就学し ている 子（ 第1 学年から 第

3 学年ま で） を 養育する 職員

①第1 号子育て部分休暇

1 日を 通じ て2 時間を 超えな

い範囲で、 必要な時間につ

いて3 0 分単位で取得可

②第2 号子育て部分休暇

年間を 通じ て1 0 日間の範囲

内で、 必要な時間について1

時間単位で取得可（ 令和7 年

度のみ5 日間）

・ 第1 号部分休業、 育児時間、 介護時間、 第1 号子育て部分休暇を

併用する 場合は、 合計2 時間ま でし か取得でき ない

・ 配偶者が専業主婦（ 夫） や育児休業、 育児短時間勤務、 部分休業

中であっ ても 職員は部分休業取得可能

・ 年度途中で第1 号子育て部分休暇と 第2 号子育て部分休暇と の間

で請求パタ ーン を 変更する こ と は原則不可

育児短時間勤務

小学校就学の始期に達する ま での子を 養

育する 常勤職員が対象

①3 時間5 5 分×5 日

②4 時間5 5 分×5 日

③7 時間4 5 分×3 日

④7 時間4 5 分×2 日＋3 時間

5 5 分×1 日

・ 請求可能期間は1 か月～1 年。 延長可能

・ 配偶者が専業主婦（ 夫） や育児休業、 育児短時間勤務、 部分休業

中であっ ても 職員は育児短時間勤務可能

・ 育児時間と の併用可( 1 日1 回に限る )

自己啓発等休業

職員と し ての在職期間が2 年以上の職員が

対象

①大学等課程の履修2 年

　 (法科大学院等は3 年)

②国際貢献活動3 年

・ 職員の身分保障、 職務専念義務免除

・ 休業期間中の給与の支給なし

・ 共済組合員の身分を 有する

・ 休業中、 公務災害の適用なし

配偶者同行休業

外国で勤務等を する 配偶者と 生活を 共に

する 場合

3 年以内 ・ 職員の身分保障、 職務専念義務免除

・ 休業期間中の給与の支給なし

・ 共済組合員の身分を 有する

・ 休業中、 公務災害の適用なし

高齢者部分休業

高年齢期によ る 諸事情（ 家族の介護、 体

力の低下、 セカン ド キャ リ アに向けた準

備など ） や、 地域貢献（ ボラ ン ティ ア等

の地域活動への参画など ） のための時間

創出など を 想定し 、 公務の運営に支障が

ないと 認める 場合

高齢者部分休業の始期は、

原則と し て各年度当初（ 4 月

1 日）

終期は、 当該職員の定年退

職日

・ 対象職員は、 高齢者部分休業の承認を 申請する 時点で、 5 5 歳に

達し た職員

・ 休業期間の始期は当該申請を する 職員が5 5 歳に達し た日の属す

る 年度の翌年度4 月1 日以後の日から

・ 当該職員の1 週間当たり の通常の勤務時間の2 分の1 を 超えない範

囲内で、 5 分単位で取得可能

・ 朝夕等の分割取得も 可能

（ 職専免） 自動車運
転免許証更新時にお
ける

職員が自動車運転免許証の更新手続き を

する 場合

自動車運転免許証更新時に

おける 申請、 講習及び受領

等に要する 最小限度必要と

認める 時間

※平成2 9 年4 月1 日から 育児休業、 部分休業、 育児短時間勤務、 育児時間、 育児参加休暇、 子( 家族) の看護休暇、 忌引休暇、 ド ナー休暇、 時差通勤については「 子」

の範囲を 拡大し 、 職員が特別養子縁組の成立に係る 監護を 現に行う 子及び養子縁組里親に委託さ れている 子も 取得対象と する 。
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○給料表適用臨時職員（ 大分県教育委員会の任命に係る 臨時的任用職員の管理に関する 規則）

休暇の原因、 期間等

年次有給休暇

（ 第9 条第4 項）

　 下表の任用期間の月数に応じ て決定。 任用期間の月数の計算は、 1 月未満の端数が1 4 日以下の場合は切り 捨て、 1 5 日以上の場合は1 月と

みな す。 任用期間に1 月未満の端数があ っ た場合、 1 5 日以上あ れば1 月と し て計算。 任用期間が延長ま た は更新さ れた 場合には、 延長後ま

たは更新後の期間に基づいて年次有給休暇の日数を 再計算し 、 既に付与さ れた日数を 差し 引いた残り の日数を 新た に付与。

臨時的任用職員の年次有給休暇の

繰り 越し について ( R2 .3 .3 1 大分県

教育委員会教育長・ 教育人事課長

通知)

（ 第9 条第5 項）

　 臨時的任用職員が退職し 、 当該退職し た 日の翌日から 起算し て 3 0 日を 経過する ま での間に再び臨時的任用職員と し て任用さ れた場合（ 1

月を 超え る 任用期間に限る ） の年次有給休暇は、 当該退職前の年次有給休暇の1 0 日を 超え ない範囲内の残日数（ １ 日未満の端数があ る と

き はこ れを 切り 捨てた 日数） を 繰り 越すこ と と する 。

（ 第1 0 条第1 項）

（ 原因、 期間等は正規職員に準ずる 。 ）

 その他特に必要と 認める 場合 （ 第1 0 条第1 項）

風水震火災その他非常災害によ る

交通遮断
その都度必要と 認める 日又は時間

風水震火災その他天災地変によ り

次のいずれかに該当する 場合

①住居が滅失又は損壊し た 場合で

復旧作業等を 行う と き

②生活に必要な水､食料等の確保を

行う と き

・ １ 週間を 超えな い範囲でその都度必要と 認める 期間

・ ①における 住居の対象は、 現住居、 単身赴任手当受給者の配偶者等の住居、 非常災害時における 職員の現住居以外の住居等（ 例： 別荘）

や親族等の住居の復旧作業等に適用

女性職員が生理のため勤務する こ

と が著し く 困難であ る 場合
その都度必要と 認める 期間。 た だし 、 2 日を 超える こ と は不可。

夏季休暇 5 日（ 当該年度の6 月1 日から 9 月3 0 日の期間中、 採用月日によ ら ず5 日）

大分県公立学校教員採用選考試験

を 受験する 場合
受験に必要と 認める 日又は時間

裁判員休暇
①裁判員候補者と し て 裁判所に出頭する 場合　 ②裁判員に選任さ れ職務に従事する 場合　 ③補充裁判員に選任さ れ職務に従事する 場合

・ それぞれの場合において 必要と 認める 日又は時間

公務災害によ る 休暇( H2 3 .8 .1  大分

県教育委員会教育長・ 教育人事課長通

知)

・ 職員が公務上疾病にかかり 、 又は傷害を 受けた場合、 大分県教育委員会が公務災害と 認定し たと き は、 その療養期間中は有給休暇

・ 任用期間の範囲内で、 その都度必要と 認める 日又は時間

臨時職員・ 会計年度任用職員休暇制度等一覧表

年始年末休暇

公民権行使休暇

慶弔休暇

休暇の種類

任用期間 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月

休暇日数 2 日 3 日 5 日 7 日 8 日 1 0 日 1 2 日 1 3 日 1 5 日 1 7 日 1 8 日 2 0 日
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○給料表適用臨時職員（ 大分県教育委員会の任命に係る 臨時的任用職員の管理に関する 規則）

休暇の原因、 期間等

出生サポート 休暇

・ 不妊治療に係る 通院等のため勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

・ 原則年5 日で、 頻繁な通院を 要する 場合5 日加算

・ 取得単位は日又は時間

妊産婦の健康診査等休暇
・ 母子保健法第1 0 条に規程する 保健指導又は同法第1 3 条に規定する 健康診査を 受ける 場合

・ 妊娠の段階に応じ て 、 1 回につき 1 日の勤務時間の範囲内で必要と 認める 時間

妊婦の休息・ 補食休暇
・ 従事する 業務が母体又は胎児の健康保持に影響があ る と し て、 休息し 、 又は補食する 場合

・ その都度必要と 認めら れる 時間

妊婦の通勤緩和休暇
・ 通勤に利用する 交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があ る 場合

・ 正規の勤務時間の初め又は終わり において、 1 日を 通じ 1 時間を 超え ない範囲内でおのおの必要と 認める 時間

妊娠障害休暇（ ※）
・ 妊娠障害のため勤務する こ と が困難であ る 場合

・ その都度必要と 認めら れる 時間

産前休暇
・ 出産する 予定の女性

・ 産前8 週間（ 多胎妊娠は1 4 週間）

産後休暇
・ 出産し た女性

・ 産後8 週間

出産補助休暇
・ 産前4 週間～産後3 週間

・ 3 日（ 日又は時間）

育児参加休暇
・ 産前8 週間前～産後1 年

・ 5 日（ 日又は時間）

育児時間（ ※）
・ 生後満1 年に達し な い子を 育て る 職員

・ 1 日1 時間又は1 日2 回各3 0 分

家族の看護休暇

・ 配偶者、 父母、 子、 祖父母、 孫及び配偶者の父母の看護を 行う 場合。

・ 義務教育終了前の子の健康診査、 健康診断若し く は予防接種の付添い又は感染症の予防のた めの学校等の臨時休業によ り 自宅待機する そ

の子の世話を 行う 場合。

・ 9 歳に達する 日以後の最初の3 月3 1 日ま での間にあ る 子の入園、 卒園又は入学の式典等に参加する 場合

・ 年5 日（ 義務教育終了前の子が2 人以上の場合にあ っ て は1 0 日）

・ 児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合

短期の介護休暇（ ※）
・ 配偶者、 父母、 子等の介護や、 通院の付添い等の必要な世話を する 職員に与え ら れる 休暇

・ 年5 日（ 要介護者が2 人以上の場合にあ っ て は1 0 日）

介護時間（ ※） ・ 要介護者の介護を する 場合で、 1 日につき 2 時間を 超えな い範囲内で、 必要な 時間について 3 0 分単位で取得

部分休業（ ※）

・ 小学校就学の始期に達する ま での子を 養育する 場合で、 以下2 パタ ーン から ど ちら かを 選択

【 第1 号部分休業】 1 日を 通じ て 2 時間を 超え な い範囲で、 必要な 時間について3 0 分単位で取得

【 第2 号部分休業】 年間を 通じ て 1 0 日間の範囲内で、 必要な 時間について1 時間単位で取得（ 令和7 年度のみ5 日間）

子育て部分休暇（ ※）

・ 小学校就学の子（ 第1 学年から 第3 学年ま で） を 養育する 場合で、 以下2 パタ ーン から ど ちら かを 選択

【 第1 号子育て部分休暇】 1 日を 通じ て2 時間を 超え ない範囲で、 必要な時間について 3 0 分単位で取得

【 第2 号子育て部分休暇】 年間を 通じ て1 0 日間の範囲内で、 必要な時間について 1 時間単位で取得

病気休暇
・ 負傷又は疾病のため療養する 必要があ り 、 勤務し ないこ と がやむを 得ないと 認めら れる 場合

・ 任用期間において付与さ れた 年次有給休暇の合計日数を 超えな い範囲でその都度必要と 認めら れる 期間

（ ※） は無給

休暇の種類
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○会計年度任用職員（ 大分県教育委員会の任命に係る 会計年度任用職員の管理に関する 規則）

休暇の原因、 期間等
( 1 ) 年次有給休暇の付与日数及び1 年間の出勤予定日数は、 暦年によ ら ず年度を 単位と する

( 2 ) 年次有給休暇は、 1 日を 単位と し て付与する 。 ただし 、 校長が特に必要があ る と 認める と き は、 1 時間を 単位と する こ と が可能

( 3 ) 年次有給休暇の付与対象は、 前年度の全勤務日数の8 割以上出勤し た者と し 、 付与する 日数は勤務日数に応じ 下表のと おり

必要と 認めら れる 日又は時間

・ 1 週間を 超えな い範囲でその都度必要と 認める 期間

・ ①における 住居の対象は、 現住居、 非常災害時における 職員の現住居以外の住居等（ 例： 別荘） や親族等の住居の復旧作業等に適用

3 日（ 当該年度の6 月1 日から 9 月3 0 日の期間）

※6 ヶ 月以上の任期が定めら れて いる 者又は6 ヶ 月以上継続勤務し ている 者、 1 年間の勤務日が4 8 日以上の者

必要と 認めら れる 日又は時間

必要と 認めら れる 日又は時間

一般職の常勤職員の例によ り 必要と 認めら れる 期間

必要と 認めら れる 期間

必要と 認めら れる 期間

・ 不妊治療に係る 通院等のため勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

・ 原則年5 日と し 、 頻繁な通院を 要する 場合5 日加算

・ 取得単位は1 日又は1 時間

・ 母子保健法第1 0 条に規程する 保健指導又は同法第１ ３ 条に規定する 健康診査を 受ける 場合

・ 妊娠の段階に応じ て 、 1 回につき 1 日の勤務時間の範囲内で必要と 認める 時間

風水震火災その他非常災害によ る 交通

遮断

出生サポート 休暇

妊産婦の健康診査等休暇

年次有給休暇

夏季休暇

選挙権その他公民と し ての権利の行使

裁判員、 証人、 鑑定人、 参考人等と し

て国会、 裁判所、 地方公共団体の議会

その他の官公署へ出頭

忌引休暇

公務上の負傷又は疾病のた めの療養

（ ※）

女性職員が生理のため勤務する こ と が

著し く 困難であ る 場合（ ※）

風水震火災その他天災地変によ り 次の

いずれかに該当する 場合

①住居が滅失又は損壊し た 場合で復旧

作業等を 行う と き

②生活に必要な水､食料等の確保を 行う

と き

休暇の種類

2 1 7 日以上 1 6 9 日～2 1 6 日ま で 1 2 1 日～1 6 8 日ま で 7 3 日～1 2 0 日ま で 4 8 日～7 2 日ま で

初年度 1 0 日 7 日 5 日 3 日 1 日

2 年度 1 1 日 8 日 6 日 4 日 2 日

3 年度 1 2 日 9 日 6 日 4 日 2 日

4 年度 1 4 日 1 0 日 8 日 5 日 2 日

5 年度 1 6 日 1 2 日 9 日 6 日 3 日

6 年度 1 8 日 1 3 日 1 0 日 6 日 3 日

7 年度以上 2 0 日 1 5 日 1 1 日 7 日 3 日

1 年間の勤務日数

継続勤務年数
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○会計年度任用職員（ 大分県教育委員会の任命に係る 会計年度任用職員の管理に関する 規則）

休暇の原因、 期間等
・ 従事する 業務が母体又は胎児の健康保持に影響があ る と し て、 休息し 、 又は補食する 場合

・ その都度必要と 認めら れる 時間

・ 通勤に利用する 交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があ る 場合

・ 正規の勤務時間の初め又は終わり において、 1 日を 通じ 1 時間を 超え ない範囲内で各々必要と 認める 時間

・ 妊娠障害のため勤務する こ と が困難であ る 場合

・ 1 4 日を 越えない範囲内でその都度必要と 認める 日又は時間

・ 出産する 予定の女性

・ 産前6 週間以内（ 多胎妊娠は1 4 週間）

・ 出産し た女性

・ 産後8 週間（ 出産の日の翌日から ）

・ 入院日～産後2 週間

・ 2 日（ 日又は時間）

・ 産前6 週間前～産後1 年

・ 5 日（ 日又は時間）

・ 生後満1 年に達し な い子を 育て る 職員

・ 1 日2 回各3 0 分

・ 9 歳に達する 日以後の最初の3 月3 1 日ま での間にあ る 子を 養育する 職員がその子の看護を 行う 場合

・ その子の健康診査、 健康診断若し く は予防接種の付添い又は感染症の予防のた めの学校等の臨時休業によ り 自宅待機する その子の世話を

行う 場合

・ その子の入園、 卒園又は入学の式典等に参加する 場合

・ 年5 日（ 9 歳に達する 日以後の最初の3 月3 1 日ま での間にあ る 子が2 人以上の場合にあ っ ては1 0 日） の範囲内の日又は時間

・ 児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合を 追加

・ 配偶者、 父母、 子等の介護や、 通院の付添い等の必要な世話を する 職員に与え ら れる 休暇

・ 年5 日（ 要介護者が2 人以上の場合にあ っ て は1 0 日） の範囲内の日又は時間

指定期間内において必要と 認めら れる 期間（ 3 回を 超え ず、 かつ、 通算し て 9 3 日を 越えな い範囲内）

要介護者の介護を する 場合で、 1 日につき 2 時間（ 当該会計年度任用職員について1 日につき 定めら れた 勤務時間から 5 時間4 5 分を 減じ た 時

間が2 時間を 下回る 場合は、 当該減じ た時間） を 超えな い範囲内で、 必要な 時間について 3 0 分単位で取得

原則、 子が1 歳到達日（ 満1 歳の誕生日の前日） ま での期間（ 一定の要件を 満た せば、 1 歳2 ヶ 月、 1 歳6 ヶ 月又は2 歳に達する ま で取得可

能）

小学校就学の始期に達する ま での子を 養育する 場合で、 以下2 パタ ーン から ど ち ら かを 選択

【 第1 号部分休業】 1 日を 通じ て 2 時間を 超え な い範囲で、 必要な 時間について3 0 分単位で取得

【 第2 号部分休業】 年間を 通じ て 1 0 日間の範囲内で、 必要な 時間について1 時間単位で取得（ 令和7 年度のみ5 日間）

・ 負傷又は疾病のため療養する 必要があ り 、 勤務し ないこ と がやむを 得ないと 認めら れる 場合

・ 任用初年度に付与さ れる 年次有給休暇の日数を 超えな い範囲でその都度必要と 認めら れる 期間（ 例： 月1 8 日勤務の場合は、 1 の年度につ

き 7 日を 超え ない範囲内）

（ ※） は無給　 （ ☆） は6 か月以上の任期が定めら れている 会計年度任用職員に限る

産前休暇

産後休暇

出産補助休暇

育児参加休暇

病気休暇（ ☆）

子の看護休暇（ ※）

短期の介護休暇（ ※）

介護休暇（ ※）

介護時間（ ※）

育児休業（ ※）

部分休業（ ※）

育児時間（ ※）

休暇の種類

妊婦の休息・ 補食休暇

妊婦の通勤緩和休暇

妊娠障害休暇（ ※）
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休暇制度の中から 、 子育て支援に関する 休暇について、 取得する 際の具体的な手続き 等を お知ら せし ま す。

＜学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する 条例＞

【 出生サポート 休暇】

対象職員 不妊治療に係る 通院等のため勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 職員

休暇の要件 不妊の原因等を 調べる ための検査、 不妊の原因と なる 疾病の治療、 タ イ ミ ン グ 法、 人工授精、 体外受精、 顕微授精等のため勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

取得日数等 最大年5 日（ 当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める 不妊治療に係る も のであ る 場合にあ っ ては1 0 日） 。 使用単位は1 日又は1 時間

申請方法（ 注） 以下の添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 証明書類（ 例えば、 診察券、 領収書、 治療の内容が分かる 書類等）

留意事項
・ 医師の診断に基づく 不妊症の治療については、 今後も 病気休暇を 取得可能。 病気休暇の承認を 受けよ う と する 職員は、 こ れま でど おり 、 医師の診断書、 治療計画書等を 所
属長に提出する こ と
・ 不妊の原因等を 調べる ための検査や疾病に起因し ない不妊（ 例： 原因不明不妊） の場合は、 病気休暇の対象外

給与等 有給（ その他の休暇）

【 産前産後休暇】

対象職員 出産する 予定の女性職員

取得日数等 産前8 週間（ 多胎妊娠は1 4 週間） およ び産後8 週間

申請方法（ 注） 以下の添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 出産（ 予定） 日が確認でき る 書類（ 母子健康手帳の該当ページのコ ピ ー等）

留意事項
・ 「 出産日」 は産前休暇に含める
・ 産前休暇は「 出産予定日」 を 起算日と する ため、 「 出産日」 が延びれば、 その分産前休暇も 延長さ れる
・ 死産、 人工妊娠中絶の場合でも 、 妊娠1 2 週以上であ れば出産の概念に当てはま る ため、 産後休暇の対象と なる

給与等 有給（ その他の休暇）

【 妊産婦の健康診査等休暇】

対象職員 妊娠中又は出産後1 年以内の女性職員

休暇の要件 母子保健法第1 0 条に規定する 保健指導又は同法第1 3 条に規定する 健康診査を 受ける 場合

取得日数等

下表の妊娠の段階に応じ て、 1 回につき 1 日の勤務時間の範囲内で必要と 認める 時間での取得と なる

申請方法（ 注） 以下の添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 母子健康手帳で出産（ 予定） 日が確認でき る ページのコ ピ ー等

給与等 有給（ その他の休暇）

学校職員子育て支援のための休暇制度一覧表

妊娠の段階 妊娠満2 3 週ま で 妊娠満2 4 週から 3 5 週ま で 妊娠満3 6 週から 分娩ま で 産後1 年ま で

休暇取得回数 4 週間に1 回 2 週間に1 回 1 週間に1 回 1 回
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【 休息又は捕食休暇】

対象職員 妊娠中の女性職員

休暇の要件 従事する 業務が母体又は胎児の健康保持に影響があ る と し て、 休息し 、 又は補食する 場合

取得日数等 その都度必要と 認めら れる 時間

申請方法（ 注） 以下の添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 診断書等

留意事項 休暇の前後が勤務時間に連続し たも のであ る こ と が必要。 勤務時間の始め又は終わり 、 休憩、 休暇に連続し た使用はでき ないので注意する

給与等 有給（ その他の休暇）

【 妊婦の通勤緩和休暇】

対象職員 妊娠中の女性職員

休暇の要件 通勤に利用する 交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があ る 場合（ 職員自ら 自動車を 運転する 場合も 含む）

取得日数等 正規の勤務時間の初め又は終わり において、 1 日を 通じ 1 時間を 超えない範囲内でおのおの必要と 認める 時間

申請方法（ 注） 以下の添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 診断書等

留意事項
・ 「 混雑」 と は、 公共交通機関の場合は乗降場及び車内における 混雑であ り 、 自動車の場合は道路における 混雑を いう
・ 「 混雑の程度」 と は、 職員が通常の勤務を する 場合の登庁又は退庁の時間帯における 混雑の程度を いう 。 公共交通機関の場合は、 着席する こ と ができ ず立たなければなら
ない程度も 「 混雑」 と 認めら れる

給与等 有給（ その他の休暇）

【 妊娠障害休暇】

対象職員 妊娠中の女性職員

休暇の要件 妊娠障害のため勤務する こ と が困難であ る 場合

取得日数等 1 4 日を 超えない範囲内でその都度必要と 認める 日又は時間

申請方法（ 注） 休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 不要

留意事項
・ 「 妊娠障害」 と は、 妊娠に起因する つわり 、 高血圧、 悪阻、 浮腫等の生理的症状を いう
・ 切迫流産のおそれで絶対安静を 必要と する 場合、 妊娠中毒症で静養を 必要と する 場合等、 明ら かに妊娠に伴う 病的な障害であ る 場合は、 病気休暇での扱いになる
・ 時間単位で取得する 場合は、 「 7 時間4 5 分＝1 日」 で換算

給与等 有給（ その他の休暇）
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【 育児時間】

対象職員 生後3 年に達し ない子を 育てる 職員（ 男性・ 女性職員と も に対象）

取得日数等

右記の子の年齢に応じ た時間での取得

申請方法（ 注）
・ 承認を 受けよ う と する 期間の始ま る 日の2 週間前ま でに、 校長の承認を 受けなければなら ない
・ 育児時間の申請は､1 回につき 最長1 月の範囲内で､でき る 限り 長い期間にわたっ て一括し て行う も のと し ､当該期間内で勤務時間が割り 振ら れた全ての日において同一の時
間帯での休暇を 申請する こ と と する

添付書類
育児対象と なる 子の出生の日を 確認でき る 書類（ 戸籍抄本の写し 等） 。 ただし 、 次の場合には添付不要
①同一の子について２ 回目以降の申請を 行う 場合　 ②育児休業から の職務復帰後に申請を 行う 場合　 ③ 部分休業の承認申請を 同時に行う （ 行っ ている ） 場合

留意事項1

・ 「 子」 には養子も 含ま れる が、 現に当該職員に保育さ れている こ と が必要
・ 育児時間は授乳だけではなく 、 託児所への送迎その他子の一般的な世話を する 場合にも 承認でき る
・ 育児時間は1 日2 回、 1 回につき 6 0 分の範囲内（ 生後2 年から 生後3 年ま での子を 養育する 場合は、 1 日2 回、 1 回につき 4 5 分） で承認さ れる も のであ る が、 公務に著し い支
障がない限り 育児の状況に応じ 、 1 日1 回1 2 0 分（ 生後2 年から 生後3 年ま での子を 養育する 場合は1 日1 回9 0 分） の範囲内での承認も 差し 支えない
・ 育児時間は育児対象と なる 子の人数に関わら ず、 1 日2 回、 1 回につき 6 0 分（ 生後2 年から 生後3 年ま での子を 養育する 場合は、 1 日2 回、 1 回につき 4 5 分） の範囲内での承
認と なる
＊第1 号部分休業と 育児時間と を 併用する 場合は、 合計時間が２ 時間を 超えない範囲内での承認と なる

留意事項2

★年次有給休暇等の取得状況によ り 、 育児時間の付与時間数が異なる ため、 次の点に留意する こ と
①育児時間は現実に勤務する こ と を 前提と する 休暇のため、 勤務時間時間のう ち育児時間以外の全ての時間を 年次有給休暇等と し て使用し たために、 結果的に終日欠務する
場合には当該日については付与さ れない
②年次有給休暇の取得等によ り 、 結果的に1 日の勤務時間が4 時間以下と なる 場合には、 当該日については1 日1 回6 0 分（ 生後2 年から 生後3 年ま での子を 養育する 場合は、 1
日1 回4 5 分） の範囲内での付与と なる

留意事項3

★育児時間は性別を 問わず付与可能だが、 男性職員から 請求があ っ た場合の承認にあ たっ ては、 次の点に留意する こ と
①次のいずれかに該当する 場合は、 男性職員に対する 育児時間の承認不可
ａ 　 配偶者が産前産後休暇中、 育児休業中であ り 、 常態と し て育児を 行う こ と ができ る 場合
ｂ 　 育児時間を 利用し よ う と する 時間帯に、 配偶者が育児時間、 部分休業の利用等によ り 育児を 行う 場合
ｃ 　 配偶者が就業し ていないため、 常態と し て育児を 行う こ と ができ る 場合（ 1 週間の就業時間が著し く 少ない場合を 含む）
②職員であ る 配偶者も 育児時間を 利用する 場合には、 配偶者が利用する 育児時間と 合計し て1 2 0 分（ 生後2 年から 生後3 年ま での子を 養育する 場合は、 9 0 分） の範囲内で、
かつ、 時間帯が重複し ない場合に承認する こ と ができ る

給与等 有給（ その他の休暇）

子の年齢 休暇取得回数（ 時間）

出生から 生後2 年ま で 1 日2 回（ 6 0 分×2 回） ま たは1 日1 回（ 1 2 0 分×1 回）

生後2 年から 生後3 年ま で 1 日2 回（ 4 5 分×2 回） ま たは1 日1 回（ 9 0 分×1 回）
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【 男性の出産補助休暇】

対象職員 配偶者が出産する （ し た） 男性職員

取得日数等
配偶者の出産予定日から 起算し て4 週間前の日（ その日前に出産のため入院し たと き は、 入院し た日） から 出産日以後2 週間を 経過する 日ま での間において、 3 日を 超えない
範囲内で、 その都度必要と 認める 日又は時間

申請方法（ 注） 上記の期間内で、 休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 必ずし も 医師の診断書は必要ない。 母子手帳の所持確認又は予定日についての口頭確認でも 可能

留意事項 分割取得可能。 時間単位で取得する 場合は、 「 7 時間4 5 分＝1 日」 で換算

給与等 有給（ その他の休暇）

【 家族の看護休暇】

対象職員

職員が次のいずれかに該当する 場合であ っ て、 勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる と き
①配偶者、 父母、 子、 祖父母、 孫及び配偶者の父母の看護( 負傷し 、 又は疾病にかかっ たこ れら の者の世話を 行う こ と を いう 。 ) を 行う 場合
②義務教育終了前の子の健康診査（ 母子保健法第1 2 条若し く は第1 3 条に規定する も の） 、 健康診断（ 学校保健安全法第1 1 条に規定する も の） 若し く は予防接種の付添い又
は感染症の予防のための学校等の臨時休業によ り 自宅待機する その子の世話を 行う 場合
③満9 歳に達する 日以後の最初の3 月3 1 日ま での間にあ る 子の学校等の行事のう ち、 入園・ 卒園又は入学の式典その他こ れに準ずる 式典へ参加する 場合
④児童発達支援の利用に係る 付添いを 行う 場合

取得日数等 一の年において5 日を 超えない範囲内でその都度必要と 認める 日又は時間（ 義務教育終了前の子が2 人以上の場合は1 0 日）

申請方法（ 注） 休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 校長判断によ り 、 必要に応じ て確認書類の提出を 求める こ と が可能

留意事項

・ 「 子」 と は、 実子、 養子、 里子、 特別養子縁組の監護期間中の子及び配偶者の子を いう
・ 「 看護」 と は、 負傷、 疾病によ る 治療、 療養中の看病及び通院等の世話を いい、 後遺障害の機能回復訓練（ リ ハビ リ ） の介助は含ま ない
・ 「 負傷、 疾病」 と は、 基本的にはその程度や特定の症状に限る も のではなく 、 風邪、 発熱等を 含めてあ ら ゆる 負傷、 疾病が含ま れる 。 なお、 負傷、 疾病が治っ た後の社会
復帰のための機能回復訓練は含ま ない
・ 「 健康診査（ 母子保健法第1 2 条若し く は第1 3 条に規定する も の） 」 と は、 1 歳6 か月児健康診査や3 歳児健康診査を はじ め、 市町村が実施する 乳幼児健康診査を いう
・ 「 健康診断（ 学校保健安全法第1 1 条に規定する も の） 」 と は、 就学時の健康診断を いう
・ 「 予防接種」 と は、 予防接種法第2 条第2 項に規定する 疾病に対する 予防接種及びイ ン フ ルエン ザの予防接種を いう
・ 「 義務教育終了前の子」 と は、 その子が1 5 歳に達する 日（ 誕生日の前日） の属する 年度の3 月3 1 日ま でを いう
・ 時間単位で取得する 場合は、 「 7 時間4 5 分＝1 日」 で換算
・ 緊急を 要する 場合であ っ ても 、 必ず休暇取得前に申請手続を 行う こ と

給与等 有給（ その他の休暇）
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【 男性職員の育児参加休暇】

対象職員 配偶者が出産する （ し た） 男性職員

休暇の要件
配偶者が出産する 場合であ っ て、 当該出産に係る 子又は小学校就学の始期に達する ま での子（ 配偶者の子を 含む） を 養育する 職員が、 こ れら の子の養育のため勤務し ないこ
と が相当であ る と 認めら れる 場合

取得日数等
出産予定日の8 週間（ 多胎妊娠の場合にあ っ ては、 1 4 週間） 前の日から 出産日以後1 年を 経過する 日ま での間で、 5 日を 超えない範囲内で、 その都度必要と 認める 日又は時
間

申請方法（ 注） 添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 配偶者の出産（ 予定） 日が確認でき る 書類（ 母子健康手帳の該当ページのコ ピ ー等）

留意事項

・ 「 小学校就学の始期に達する ま での子」 と は、 その子が6 歳に達する 日（ 誕生日の前日） の属する 年度の3 月3 1 日ま でを いい、 「 子」 と は、 職員が養育する 実子、 養子、
及び配偶者の子を いう
・ 時間単位で取得する 場合は、 「 7 時間4 5 分＝1 日」 で換算
・ 緊急を 要する 場合であ っ ても 、 必ず休暇取得前に申請手続を 行う こ と

給与等 有給（ その他の休暇）

【 短期の介護休暇】

対象職員
以下に該当する 要介護者の介護その他の任命権者の定める 世話を 行う こ と が必要な職員
①配偶者（ 事実婚を 含む） 、 父母、 子、 配偶者の父母 祖父母、 孫、 兄弟姉妹
②次に掲げる 者で職員と 同居し ている も の　 父母の配偶者、 配偶者の父母の配偶者、 子の配偶者、 配偶者の子

休暇の要件 負傷、 疾病又は老齢によ り 、 2 週間以上にわたり 日常生活を 営むのに支障があ る 者の介護その他の世話を 行う ため、 勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

取得日数等 一の年において5 日（ 要介護者が2 人以上の場合は1 0 日） を 越えない範囲内でその都度必要と 認める 日又は時間

申請方法（ 注） 添付書類と と も に休暇欠勤処理簿によ り 校長に申し 出る

添付書類 別記様式3 （ 要介護者の状態等申出書）

留意事項

・ 「 任命権者が定める 世話」 と は、 要介護者の介護及び通院の付き 添い、 介護サービ ス の提供を 受ける ために必要な手続き の代行、 その他必要な世話を いう
・ 時間単位で取得する 場合は、 「 7 時間4 5 分＝1 日」 で換算
・ 緊急を 要する 場合であ っ ても 、 必ず休暇取得前に申請手続を 行う こ と
・ 年の途中で対象と なる 要介護者の人数に変更があ っ た場合の休暇の取得可能日数は、 休暇を 取得する 際の要介護者の人数で判断

給与等 有給（ その他の休暇）
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【 介護休暇】

対象職員
以下に該当する 要介護者の介護を 行う こ と が必要な職員
①配偶者（ 事実婚を 含む） 、 父母、 子、 配偶者の父母  祖父母、 孫、 兄弟姉妹
②次に掲げる 者で職員と 同居し ている も の　 父母の配偶者、 配偶者の父母の配偶者、 子の配偶者、 配偶者の子

休暇の要件 負傷、 疾病又は老齢によ り 、 2 週間以上にわたり 日常生活を 営むのに支障があ る 者の介護する ため、 勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

取得日数等
・ 介護を 必要と する 一の継続する 状態ご と に、 3 回を 超えず、 かつ通算し て6 月を 超えない期間内において必要と 認めら れる 日又は時間
・ 1 時間を 単位と する 場合は、 1 日を 通じ 4 時間の範囲内の時間（ 必ずし も 始業又は終業の時刻と 連続する 必要はない）

申請方法（ 注） 承認を 受けよ う と する 期間の始ま る 日の1 週間前ま でに、 所定の様式に必要書類を 添付し て校長へ提出

添付書類

①介護休暇指定期間指定願（ 県立： 大分県立学校職員服務規程第1 0 号様式）
②要介護者の状態等申出書（ 県立： 大分県立学校職員服務規程第1 0 号様式の2 ）
③介護を 必要と する 状態であ る こ と を 証明する 書類
ａ 　 加療を 要する よ う な疾病等の場合には、 医師の診断書等
ｂ 　 老齢によ る 場合は、 保健師等公的な資格を 有する 者の証明書等

留意事項

・ 複数の要介護者が生じ た場合は、 当該要介護状態が継続する 限り において、 要介護者ご と に通算し て6 月の期間内で介護休暇が認めら れる
・ 要介護者の介護を 必要と する 状態が一旦終息し 、 日常生活が可能と なっ た後に、 同一疾病の再発等によ り 再び要介護状態と なっ た場合、 介護を 必要と する 状態と なっ た要
因が同じ であ っ ても 、 新たに介護休暇を 取得可能
・ 慢性的な疾患等によ り 病状が回復・ 悪化を 繰り 返し ている 場合について、 回復状態がご く 短期間のも のであ り 、 医師の診断書によ る 証明等が得ら れないよ う な状態であ る
場合には、 要介護状態が継続し ている も のと し て取り 扱う
・ 一部の要介護者の要件と なる 「 同居」 には、 職員が要介護者の居住する 住宅に泊ま り 込む場合及び退院後に職員の住居に引き 取る こ と が明ら かな場合を 含む。 ただし 、 要
介護者宅で日中のみ又は夜間のみ介護を 行う 場合、 あ る いは単に扶養関係があ る のみの場合は含ま ない。

給与等 勤務し ない1 時間につき 勤務1 時間当たり の給与額が減額

【 介護時間】

対象職員
以下に該当する 要介護者の介護を 行う こ と が必要な職員
①配偶者（ 事実婚を 含む） 、 父母、 子、 配偶者の父母  祖父母、 孫、 兄弟姉妹
②次に掲げる 者で職員と 同居し ている も の　 父母の配偶者、 配偶者の父母の配偶者、 子の配偶者、 配偶者の子

休暇の要件 負傷、 疾病又は老齢によ り 、 2 週間以上にわたり 日常生活を 営むのに支障があ る 者の介護する ため、 勤務し ないこ と が相当であ る と 認めら れる 場合

取得日数等
・ 介護を 必要と する 一の継続する 状態ご と に、 連続する 3 年の期間内において必要と 認めら れる 時間
・ 1 日の正規の勤務時間の2 時間の範囲内で要介護者を 介護する ため3 0 分単位で取得可能（ 必ずし も 始業又は終業の時刻と 連続する 必要はない）
・ 1 号部分休業、 育児時間、 介護時間、 第1 号子育て部分休暇を 併用する 場合は、 合計2 時間ま でし か取得でき ない

申請方法（ 注） 承認を 受けよ う と する 期間の始ま る 日の1 週間前ま でに、 所定の様式に必要書類を 添付し て校長へ提出

添付書類

①介護時間承認願（ 県立： 大分県立学校職員服務規程第1 0 号様式の3 ）
②要介護者の状態等申出書（ 県立： 大分県立学校職員服務規程第1 0 号様式の2 ）
③介護を 必要と する 状態であ る こ と を 証明する 書類
ａ 　 加療を 要する よ う な疾病等の場合には、 医師の診断書等
ｂ 　 老齢によ る 場合は、 保健師等公的な資格を 有する 者の証明書等

留意事項 介護休暇の項目を 参照

給与等 勤務し ない1 時間につき 勤務1 時間当たり の給与額が減額

（ 注） 県立学校では、 休暇等の申請にあたっ ては、 総務事務シス テム で事務処理を する こ と
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＜職員の育児休業等に関する 条例＞

【 育児休業】

対象職員

3 才に満たない子を 養育し ていて、 下記①～⑤に該当し ない職員（ 男性職員・ 女性職員と も に対象）
①育児休業法第1 8 条第1 項の規定によ り 採用さ れた短時間勤務職員
②臨時的に任用さ れる 職員
③育児休業法第6 条第1 項の規定によ り 任期を 定めて採用さ れた職員
④職員の定年等に関する 条例第4 条第1 項又は第2 項の規定によ り 引き 続いて勤務し ている 職員
⑤一般職の任期付職員の採用に関する 条例第4 条第3 項の規定によ り 任期を 定めて採用さ れた短時間勤務職員
※会計年度任用職員の育児休業制度については、 臨時職員・ 会計年度任用職員休暇制度等一覧表参照

取得日数等 子が3 才に達する 日ま での期間

申請方法（ 注）
育児休業を 始めよ う と する 1 月（ 子の出生の日から 5 7 日の期間内に育児休業を 取得する 場合は2 週間） 前ま でに、 所定の様式に必要書類を 添付し て、 校長（ 市町村立学校は
校長を 通じ て市町村教育委員会） に提出

添付書類
①育児休業承認請求書（ 育児休業制度等取扱要領様式1 ）
②母子健康手帳や戸籍謄本等、 当該請求に係る 子の氏名、 職員と の続柄及び生年月日を 証明する 書類　 ※育児休業の期間延長請求時における 「 子の出生等を 証明する 書類」
の添付は不要

留意事項

・ 「 子」 と は、 実子、 養子のほか特別養子縁組の監護期間中の子、 養子縁組里親に委託さ れている 子、 養子縁組里親委託に係る 実親の同意がえら れないためにやむを 得ず養
育里親に委託さ れている 子を 含むが、 配偶者の連れ子、 孫等は含ま ない
・ 「 3 才に達する 日」 と は、 「 満3 才の誕生日の前日」 を いう
・ 配偶者が専業主婦（ 夫） や育児休業中など で子を 常態と し て養育する こ と ができ る 場合であ っ ても 、 職員は育児休業を 取得可能
・ 育児休業は、 条例で定める 特別の事情があ る 場合を 除き 、 1 人の子について2 回取得可能。 ま た、 上記と は別に男性は子の出生の日から 5 7 日ま での期間内にする 育児休業
（ 産後パパ育休） も 2 回取得可能

給与等

・ 休業期間中は、 原則無給
・ 職員が期末手当、 勤勉手当の支給基準日（ 6 月1 日及び1 2 月1 日） に育児休業を し ている 場合でも 、 基準日以前6 か月以内の期間において勤務し た期間があ れば、 期末手
当、 勤勉手当が支給さ れる 。 ただし 、 期末手当は育児休業期間（ 1 ヶ 月以下の場合は除く ） の2 分の1 の期間を 控除し た期間、 勤勉手当は育児休業期間を 控除し た期間で計算
し た額と なる
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【 部分休業】

対象職員 小学校就学の始期に達する ま での子を 養育する 職員（ 男性職員・ 女性職員と も に対象）

取得日数等
①第1 号部分休業： 1 日を 通じ て2 時間を 超えない範囲で、 必要な時間について3 0 分単位で取得可能
②第2 号部分休業： 年間を 通じ て1 0 日間の範囲内で、 必要な時間について1 時間単位で取得可（ 令和7 年度のみ5 日間）

申請方法（ 注） 部分休業を 始めよ う と する 1 月前ま でに、 所定の様式に必要書類を 添付し て、 校長へ提出

添付書類
①部分休業等承認請求書（ 育児休業制度等取扱要領様式3 ）
②母子健康手帳や戸籍謄本等、 当該請求に係る 子の氏名、 職員と の続柄及び生年月日を 証明する 書類

留意事項

・ 第1 号部分休業、 育児時間、 介護時間、 第1 号子育て部分休暇を 併用する 場合は、 合計2 時間ま でし か取得でき ない
・ 夫婦が共に職員の場合、 それぞれが部分休業を 取得可能。 ま た、 夫婦が同一日同一時間帯に部分休業を 取得可能
・ 配偶者が専業主婦（ 夫） であ る 場合や産後休暇、 育児休業､育児短時間勤務を 取得し ている 場合でも 、 部分休業を 取得可能
・ 年度途中に第1 号部分休業と 第2 号部分休業と の間で請求パタ ーン を 変更する こ と は原則不可

給与等

・ 部分休業によ り 勤務し ない1 時間につき 勤務1 時間当たり の給与額が減額
・ 減額の対象と なる 時間数は、 その給与期間の全時間数によ り 計算、 その時間数に3 0 分の端数があ る 場合、 こ れを 1 時間と し て取り 扱う
・ 期末手当、 勤勉手当については、 部分休業によ り 基準日の給料月額が減額さ れている 場合でも 、 減額前給料月額を 基礎と し て計算する
・ 勤勉手当の計算にあ たっ て、 部分休業し た日が9 0 日を 超える 場合は、 部分休業を し た期間（ 部分休業時間数7 時間4 5 分を も っ て1 日に換算し た日数） を 勤務期間から 除算
する
・ 期末手当の計算にあ たっ ては、 部分休業の期間を 勤務期間から 除算し ない

【 育児短時間勤務】

対象職員 小学校就学の始期に達する ま での子を 養育する 職員（ 男性職員・ 女性職員と も に対象）

勤務形態

以下の4 パタ ーン から 選択
①A型　 1 9 時間3 5 分（ 3 時間5 5 分×5 日） 　 ②B型　 2 4 時間3 5 分（ 4 時間5 5 分×5 日）
③C型　 2 3 時間1 5 分（ 7 時間4 5 分×3 日） 　 ④D型　 1 9 時間2 5 分（ 7 時間4 5 分×2 日と 3 時間5 5 分×1 日）
★勤務時間は、 各学校において割り 振ら れた勤務時間の中で設定

申請方法（ 注）

・ 育児短時間勤務を 開始し よ う と する 日の、 1 ヶ 月前ま でに申請
・ 所定の様式に必要書類を 添付し て、 校長を 通じ て教育人事課（ 市町村立学校は校長を 通じ て市町村教育委員会） に提出
・ 一度の請求に請求可能な期間は、 1 ヶ 月～1 年の期間だが、 子が小学校就学の始期に達する ま では延長可能
★請求に当たっ ては、 育児短時間勤務を 行う 職員の業務を 処理する ための補充措置を 行う 必要があ る ため、 必ず前年度の職員調書ま たは育児短時間勤務希望調査によ り 、 請
求予定の意思を あ ら かじ め申告する こ と 。

添付書類
①育児短時間勤務承認（ 期間延長） 請求書（ 学校職員の育児短時間勤務制度に関する 取扱要領様式1 ）
②母子健康手帳や戸籍謄本等、 当該請求に係る 子の氏名、 職員と の続柄及び生年月日を 証明する 書類
※育児短時間勤務の期間延長請求時における 「 子の出生等を 証明する 書類」 の添付は不要

給与等 給料月額は勤務時間に応じ た額を 支給、 支給方法はフ ルタ イ ム 職員と 同様
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＜育児・ 介護のための時差通勤＞
※令和7 年4 月1 日から 、 県立学校を 対象に試行し ていた時差通勤制度を 市町村立学校も 対象に含め本格実施

※令和8 年4 月1 日から 、 臨時的任用職員を 対象職員に追加

 【 育児・ 介護のための時差通勤】

対象職員
会計年度任用職員及び特別勤務職員を 除く 職員で、 育児や介護によ り 家庭生活において支障のあ る 職員（ 男性職員・ 女性職員と も に対象）
【 育児】 中学就学の始期に達する ま での子を 養育する 職員（ 特別支援学校及び中学校の特別支援学級に就学中の子を 養育する 職員を 含む）
【 介護】 介護休暇の取得対象と なる 職員

勤務形態

勤務時間は、 各学校で割り 振ら れた時間

期間 同一年度内に1 月以上1 2 月以内の期間

申請方法（ 注） 原則と し て承認を 受けよ う と する 期間の始ま る 日の2 週間前ま でに申請書を 提出し 、 校長の承認を 受けなければなら ない

添付書類
①育児のための時差通勤の適用申請・ 承認書（ 育児・ 介護のための時差通勤試行要領 様式第1 号）
②介護のための時差通勤の適用申請・ 承認書（ 育児・ 介護のための時差通勤試行要領 様式第2 号）

留意事項 公務の都合上、 その他、 校長が必要と 認める と き は、 既に行っ た時差通勤の時間指定を 臨時的に変更さ れる こ と があ る

勤務区分 勤務時間

早出勤務 始業及び終業の時刻を 通常勤務の場合よ り それぞれ1 5 分ま たは3 0 分繰り 上げた時刻

遅出勤務 始業及び終業の時刻を 通常勤務の場合よ り それぞれ1 5 分ま たは3 0 分繰り 下げた時刻
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妊娠前 妊娠
出産

8 週前
出産

4 週前
出産

出産
2 週後

出産
8 週後

1 歳
小学校
就学前

小学校

3 年ま で

中学校
就学前

中学校
就学後～

出生サポート

休暇【 有給】

（ 休息・ 補食休暇、 通勤緩和休暇、 妊娠障害休暇） 【 有給】
【 有給】

子育て部分休暇

○出生サポート 休暇
だれが 不妊治療に係る 通院等のた め勤務し な いこ と が相当であ る と 認めら れる 職員

ど のく ら い 最大年５ 日（ 当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める 不妊治療に係る も のであ る 場合にあ つては、 1 0 日）
　 　

○母性保護のための休暇（ 女性職員のみ）

妊娠中又は出産後1 年以内の女性職員が母子保健法の保健指導や健康診査を 受ける 場合
従事する 業務が母体又は胎児の健康保持に影響があ る と し て休息又は補食する 場合
通勤交通機関( 自動車運転含む) の混雑によ り 母体又は胎児の健康保持に影響があ る 場合
妊娠に起因する つわり 、 高血圧、 悪阻、 浮腫等のた め勤務困難であ る 場合（ 最大1 4 日）

○産前産後休暇（ 女性職員のみ） ★公立学校共済組合の出産費・ 出産費附加金支給あり

だれが 出産する 予定の女性職員
ど のく ら い 産前８ 週間 ( 多胎妊娠は1 4 週間) ～産後８ 週間　 　 ※出産日が延びた場合は産前休暇延長

　 　
○育児参加休暇（ 男性職員のみ）

だれが 配偶者出産時に、 当該出産に係る 子又はその兄姉であ る 小学校就学前の子を 養育する 男性職員
ど のく ら い 産前８ 週間( 多胎妊娠は1 4 週間) ～出産日以後１ 年を 経過する 日ま での間に最大５ 日 ※分割取得や時間単位取得可

○出産補助休暇（ 男性職員のみ） ★公立学校共済組合の家族出産費・ 家族出産費附加金支給あり

だれが 配偶者が出産する 予定の男性職員
ど のく ら い 産前４ 週間～産後２ 週間の間に最大３ 日　 ※分割取得や時間単位取得可

○育児時間
だれが ３ 歳未満の子を 養育する 職員　 ※両親と も 職員の場合は両者合計で上限を 計算（ 時間帯重複不可）

ど のく ら い 1 日につき 4 5 分×2 回又は9 0 分×1 回（ 生後2 年ま では6 0 分×2 回又は1 2 0 分×1 回）

○育児休業 ★1 歳( 要件に該当すれば1 歳6 ヶ 月又は2 歳到達日) ま で公立学校共済組合の育児休業手当金支給あり

だれが ３ 歳未満の子を 養育する 職員　

ど のく ら い

○部分休業
だれが 小学校就学前の子を 養育する 職員

ど のく ら い 「 1 日につき 2 時間以内（ 3 0 分単位） 」 又は「 1 年につき 1 0 日以内（ 1 時間単位） 」 のいずれかを 選択し て 取得

○子育て部分休暇
だれが 小学校に就学し て いる 子（ 第１ 学年から 第３ 学年ま で） を 養育する 職員

ど のく ら い 「 1 日につき 2 時間以内（ 3 0 分単位） 」 又は「 1 年につき 1 0 日以内（ 1 時間単位） 」 のいずれかを 選択し て 取得

○育児短時間勤務
だれが 小学校就学前の子を 養育する 職員

ど のく ら い １ 日3 時間5 5 分×５ 日＝週1 9 時間3 5 分 な ど の勤務形態　 ※１ 回の請求につき １ ヶ 月～１ 年単位

○家族の看護休暇

９ 歳ま での子の入園式・ 卒園式・ 入学式等に参加する 場合。
ど のく ら い 最大年５ 日（ 義務教育終了前の子が２ 人以上の場合は1 0 日） 　 ※分割取得や時間単位取得可

○育児・ 介護のための時差通勤
育児や介護によ り 家庭生活において 支障のあ る 職員（ 子の年齢制限あ り ）

【 介護】 介護休暇の取得対象と な る 職員
ど のく ら い 勤務時間は、 各学校で割り 振ら れた 時間　 ※同一年度内に１ 月以上１ ２ 月以内の期間

こ の早見表に掲載し て いる 内容はあ く ま でも 概要であ り 、 個別の事情によ り 異な る 場合があ り ま す。

⇒ http s ://w w w .p re f .o it a .jp /s ite /kyo iku/2 0 0 0 7 7 0 .h tm l

3 歳未満

　 　 　 　 部分休業【 勤務し ない時間は減額】

　 　 　 　 育児短時間勤務【 勤務時間に応じ た額を 支給】

母性保護のための休暇（ 保健指導等休暇） 【 有給】
母性保護のための各休暇

　 　 　 　 育児時間【 有給】

産前休暇 産後休暇

出産補助休暇【 有給】

　 詳し く は大分県教育委員会HP「 学校職員の子育て 支援のための休暇制度一覧のページ 」 へ

出生～３ 歳到達日　 ※1 回の請求につき 1 年を 限度と し １ 度延長可能（ 再延長には一定の制限あ り ）

※【 R4 .1 0 .1 ～】 取得回数の制限： 原則２ 回、 出生後８ 週間以内の育児休業（ 産後パパ育休） 原則２ 回

　 　 　 　 家族の看護休暇【 有給】
　 　 　 　 育児・ 介護のための時差通勤

　 　 　 　 育児休業【 無給】

【 勤務し ない時間は減額】

【 育児】 中学就学の始期に達する ま での子を 養育する 職員（ 特別支援学校及び中学校の特別支援学級に就学中の子を 養育する 職員も 含む）

通勤緩和休暇
妊娠障害休暇

ど んな時
子の看護を 行う 場合。 健康診断・ 予防接種の付き 添い。 感染症の予防のための学校等の臨時休業によ る 子の世話を 行う 場合。

だれが

育児参加休暇【 有給】

保健指導等休暇
休息・ 補食休暇

学校職員子育て支援のための休暇制度等早見表

マークの休暇等は

男性職員利用

可能です！

！
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